
二酸化炭素消火設備容器取替修繕仕様書

１ 目的

本業務は高知県立幡多けんみん病院に設置されている二酸化炭素消火設備容器が設置後

25年を経過している。容器の安全性及び火災時の正常なガスの放出の維持のため、容器の取

替を行うものである。

２ 概要

（１）業務場所：高知県宿毛市山奈町芳奈 3番地 1 高知県立幡多けんみん病院

（２）完成期限：令和９年３月２５日

（３）対象機器：二酸化炭素貯蔵容器 82.5ℓ/55㎏×20本(12本ユニット×1、8本ユニット×1)

起動容器 2.1ℓ/1㎏×2本

別紙 二酸化炭素消火設備図 参照

（４）業務内容

ア 二酸化炭素を充填した容器を準備し、既存容器との入替を行う。容器入替に伴い既設ガイ

ドパイプ等の取替も併せて行う。

イ 容器の入替は、事前に発注者と協議し日程調整すること。作業に伴う消火設備の停止時間

はできるだけ短時間となるように計画すること。

ウ 撤去容器は仮置きすることなく、入替作業当日に受注者が責任をもって、院外へ安全に運

搬し、処分すること。

エ その他、所管消防署等への届出等、上記に付帯する業務及び手続きを行うこと。

３ 業務の実施

本業務は、病院運営中での作業であるため、患者・スタッフ及び車両に注意するとともに、

特に資機材の搬入・搬出時には十分に安全を確保し、作業を実施すること。

また、業務範囲において予定外の停電・設備停止などの事態が発生した場合には、速やか

に復旧できるよう対応すること。

（１）主任技術者

主任技術者は、消防設備士（甲３）又はこれらと同等の資格を有する者であること。

作業の進捗を図るため、作業の実施前・実施中に受注者は発注者と十分な協議を行うこと。

（２）修繕実施計画書

業務着手までに当院の担当者に提出すること。指摘があった場合は、指摘箇所を修正し速

やかに再提出すること。

ア 業務工程

イ 主任技術者、作業者一覧及び資格者証の写し

ウ 業務実施体制

（３）完了検査

本業務は、修繕完了届及び成果品を提出し、完了検査の合格をもって完了とする。

なお、修繕業務完了後であっても、受注者の責による成果品の瑕疵が確認された場合は、

速やかに修正を行い、発注者の確認を受けること。

４ 成果物、提出書類等



（１）成果物

ア 完成図書 １部 ファイル綴じ

（業務日報、試験成績書、出荷証明書、保証書、修繕前後写真等）

イ 電子成果品 １部 ＣＤ、ＤＶＤまたはＵＳＢメモリ

（２）提出を要する事務書類

〔着手前〕

ア 現場代理人・技術者届 １部

イ 業務実施計画書 １部

・工程表

・主任技術者・担当者一覧（経歴書添付）

・修繕実施体制

・協力業者概要

ウ 委任（下請負）承諾願 １部

〔着手後〕

ア 工事完了届 １部

イ 請求書 １部

５ その他

（１）受注者は、業務の実施にあたっては、関連する法令及び条例等を遵守すること。

（２）本仕様書に定めのない事項があった場合、また、本仕様書について疑義が生じた場合は、

その都度、発注者と協議し指示に従うこと。

（３）本業務の施工に際し、医療機関としての特殊性を十分認識し、当該仕様書に示されてない

事項であっても、業務の性質上当然実施すべき事項は、本契約内で処理すること。

（４）本業務により発生した撤去品(廃棄物)については、関連法規等を遵守し全て受注者が責任

をもって適正に運搬・処分するものとする。

（５）修繕の検査等に伴う必要な費用は、本仕様書に明記のないものであっても、原則として受

注者の負担とする。

（６）発注者が保有する本業務実施のために必要な資料は、受注者に貸与することができる。受

注者は、貸与された資料について、速やかに必要箇所を複写し返却すること。複写した資料

については、本業務終了後、速やかに溶解等により破棄すること。

（７）本業務で知り得た情報を第三者へ漏らさないこと。特に、個人情報を含む書面及びデータ

については適正に管理すること。

（８）本業務に直接使用する用水・電力は無償支給するものとする。


